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平成28年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成28年３月７日（月） 

                                           

                                        

（午前９時30分 開議） 

○議長（中本正人君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（中本正人君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。市長から平成28

年３月３日付、橋総第693号をもって追加議案

２件が送付されております。議案はお手元に

配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中本正人君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において７番 髙本君、

19番 小西君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中本正人君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は17人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順番により発言を許します。 

 順番１、19番 小西君。 

〔19番（小西政宏君）登壇〕 

○19番（小西政宏君）皆さま、おはようござ

います。初日の一人目ということで大変緊張

しておりますが、よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、議長のお許しをいただきまし

たので、通告に従い一般質問を行います。 

 今回は２項目。１項目めは、小学校校庭の

活用、子どもたちの遊び場について質問いた

します。 

 体を動かして遊んでいる子どもたちの姿を

見かけなくなって久しいが、健全な発達のた

めの生活環境確保が大切です。これらのこと

から、放課後の子どもたちの状況など、以下

についてお伺いいたします。 

 ①橋本市では、平成27年７月14日に、橋本

市子どもスマホ宣言を市長が宣言をされまし

た。これはスマホ使用による、子どもたちを

ネットの危険から守るための一つであります

が、この後、小・中学校を対象にアンケート

をされたと聞いております。アンケート結果、

特に、一日の子どもたちのスマホ使用時間に

ついてお教えください。 

 ２項目めです。若者の政治関心についてお

伺いいたします。 

 若者の政治離れが叫ばれる中、選挙年齢が

20歳から18歳までの引き下げを受けて、今後

新たに若者に対してのアクションが必要であ

ると考え、以下お伺いいたします。 

 ①選挙管理委員会としての今後の取り組み

について。 

 ②教育委員会部局としての今後の取り組み

について、お伺いいたします。 

 以上、壇上からの質問を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（中本正人君）19番 小西君の質問項

目１、小学校校庭の活用、子どもたちの遊び

場に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）おはようございます。 
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 早速ですが、本市児童生徒の携帯電話・ス

マートフォンの所持率及びネット利用時間が

全国平均を上回り、子どもたちの生活にさま

ざまな悪影響を及ぼしてきている懸念から、

橋本市ＰＴＡ連合会、橋本市青少年健全育成

市民会議の働きかけ等により、平成27年７月

14日、「橋本市子どもスマホ宣言」を市長から

宣言いただき、取り組みを進めているところ

です。 

 議員おただしの、子どものスマホを含めた

ネット利用時間は、同宣言直後に実施した携

帯電話・スマートフォンに関するアンケート

によると、小学生では、平日概ね１時間程度

が最も多く、２時間程度、３時間程度がそれ

に続きます。祝休日では、低学年は概ね１時

間程度ですが、学年が上がるにつれて利用時

間が長くなる傾向が見られます。中には、５

時間以上ネットを利用している児童が高学年

では１割程度おり、ネット依存が心配されま

す。 

 中学生では、平日２時間程度が、祝休日で

は５時間以上が３割を超え、最も多くなって

います。また、平日でも５時間以上ネットを

利用している生徒が１割を超え、生活リズム

を崩す一因になっています。 

 次に、現在の小学校の下校時間については、

地域性や季節等により学校ごとで若干異なり

ますが、概ね16時から16時30分頃となってい

ます。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）19番 小西君、再質問

ありますか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

ちょっと緊張していて、通告にないこと、飛

ばしてしまったこともあったんですが、あり

がとうございます。 

 今、答弁いただいた中で、スマホの件なん

ですけども、再度確認をさせていただきたい

と思いますが、そもそも子どもたちがスマホ

を長時間使用することで、子どもたちへの影

響というのをどのようにお考えなのか、お聞

かせください。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）元来、子どもたちの

持っている時間というのは、大人であろうが

子どもであろうが１日24時間変わりございま

せん。その中で、学校での学習、また家庭で

の生活、さまざまな日常の体験を通して子ど

もたちは成長してまいります。 

 その中で、先ほどお話しさせていただきま

したように、携帯電話でネットで５時間を使

う、いわゆる24時間のうちの５時間という時

間の多さ。ほかにじゃあ何ができるか。さま

ざまな多様な体験が必ずできると思っており

ます。それは、子ども自身の発想であり、家

庭を含めた発想であり、地域での発想であり、

学校での発想であり、さまざまな形の中で、

子どもが体験活動を行っていく経験、体験が

十分ある時間が、携帯・スマホ等によって搾

取されている、搾取という表現がいいかどう

かわかりませんが、とられているということ

は事実であると考えています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 今、お答えしていただいたことももちろん

ながら、やっぱりネットでのトラブルという

んですか、ネットを使ってのいじめであった

りとか、また、あるほうでは脳への影響とい

うんですか、そんなことも多々叫ばれている

んかなとは思うんですけども、そもそも、も

う一度ちょっとお聞きさせていただきたいん

ですけども、なぜこのような、スマホを多く

使うような感じになってきたんかなというの

が、一個気になるところではあるんです。そ

の辺は教育長としては、どのように認識を持
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たれておりますでしょうか。お伺いいたしま

す。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）ご質問にお答えしま

す。 

 的確に私の答弁が正確かどうかというのは、

自信はあまりございませんが、一つは、家庭

の影響。お父さん、お母さんの使用の様子を

見て、子どもが使用していくというのが流れ

であろうかなと、入り口であろうかなと思っ

ています。 

 次に、周辺の友達の利用の様子、いわゆる

多くの友達が使用している。家庭の中では、

皆使っているからという、よく子どもたちが

用いる表現によって、徐々に携帯を購入して

いただいているという状況があります。 

 次に、携帯電話そのものが非常に便利にな

ってきている。さまざまなツールを持ってい

る。ただ単に電話やインターネットのみにか

かわらず、さまざまなツールがあって子ども

たちが楽しめる、子どもたちの趣味の範囲の

中でそれぞれの楽しみが味わえる、そういう

部分もございます。 

 例えば、読書がその楽しみを超える、そう

いう子どもたちに体験をさせていくこと。ま

た、仲間と遊び、例えば、私たちがよくして

いたような野球であるとか、いろんな子ども

同士の遊びが本当に楽しい、ネットを超える

ものであるという実感をこれからは与え、全

く私は、携帯電話を否定するわけではござい

ません。必要なときには使えばいいし、使え

る、いわゆるテクニックといいますか、方法

といいますか、モラルの部分も含めて使える

ように指導していくのは学校であろうかなと

思っていますが、あまりにも多過ぎるという

ことから、ほかの、より一層自分が成長でき

るものに移行できるような指導といいますか、

そういうのも必要ではないかと考えています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 教育長おっしゃっていただいたように、家

庭環境の変化であったりとか、時代の流れと

かもあって、そういうふうになっているのも

多くある、本当にそのとおりだと思います。 

 で、一個気になりますのが、おっしゃって

いただいたように子どもたちの遊び方の変化

というのが気になっています。今の子どもた

ちを見ていると、社会情勢が子どもの遊ぶ機

会を失わせているように思えたりも私はして

おりまして、住宅街の公園ではボール遊びの

禁止やったり、道路で遊ぶのは危ないので、

禁止されているのはもちろんのことですが、

子どもたちだけで遊ぶことも少なくなったと

思っています。 

 そのような状況でスマホに走ってしまう、

スマホとばかり遊ぶ一つのツールとなってし

まうというのは、こういった環境があるから

こそスマホに走ってしまう一つの原因ではあ

るかなと考えますが、その辺はどう認識され

てますでしょうか。お願いいたします。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）今、議員お話のとお

り、私もそう思っております。全てがそうで

あるとは限りませんけれども、例えば、公園

で遊んでいると、子どもたちが騒がしい。排

除の理論といいますか、確かに、道路で子ど

もたちがよく遊ぶというのは、仲間が何人も

いて遊んでいる状況というのは、見ていて非

常にほほ笑ましいわけですが、交通事故等も

ございますし、隣の家の、例えば花壇にボー

ルが飛んで行ったというふうな苦情も随分あ

ります。確かにご迷惑もかけます。そういう

意味でいうと、そういう子どもたちが本当に

群れを成して遊べるような場所を提供してい

くということも、非常に大事ではないかなと

思います。 
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 この際、本当に今の子どもたちが、仲間で

あるとか、空間であるとか、時間であるとか

いう三つの間、その三間がとられている状況

というのは、逆に言いますと子どもたちの悲

劇ではないかなと、このようにも感じていま

す。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 そこで、次の小項目にもちょっと絡めて質

問させていただきたいんですけども、下校時

刻が学校により、季節にもよってくるんかな、

４時から４時半ぐらいで下校されているとお

伺いいたしました。これは授業が終わると、

子どもたちはそのまま真っすぐ家に帰るとい

うのが現状なんでしょうか。お願いいたしま

す。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）基本的には、授業が

終わると真っすぐではなくて、ある一定、遊

べる余裕の時間はあると思います。下校時間

ということで設定しています。 

 例えば、隅田小学校ですとバスもございま

すので、ある一定、時間的な余裕がございま

せん。だから、４時になったら帰りなさいよ

という指導をしています。その間、子どもた

ちは遊ぶことは可能であると思います。 

 また、校区があまりにも広い学校について

は、住所によって子どもの帰る時間を変える

というのは、非常に困難でございます。例え

ば、あの子は一番遠いから早く帰らなくては

いけないよ、この子は近いから遅く遊んでい

てもいいよというのは、学校というのは非常

にそういう指導はしにくいところでございま

すので、一律の時間を決める。そして、その

時間は、やはり学校から距離の遠い子どもを

基準にして時間を設定している。そういう状

況があると思います。そして、それは長い間

につくってきた時間の決め事であると、そう

いうふうに感じています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 確かに、その地域によって何時に出なあか

んとかというのは、もちろん出てくるんかな

と思うんですけど、すいません、もう一度確

認させていただきたいんですけど、遊ぶ時間

はある子たちはある。だけれども、現状は帰

りなさいよと指導しているという、そういう

認識でよろしかったですか。端的にお願いい

たします。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）そういう認識で結構

です。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 で、ちょっとその点で思うことがありまし

て、今の現状、僕ちょっといろいろと見さし

ていただく中で、やっぱり思うのは、一旦下

校してから、子どもたちの遊び方についてな

んですけども、最近の子といいますか、実は

自分の息子もそうなんですけども、友達と遊

んだとしても、家の中でゲームをしている。

外で友達と合流して遊ぼうとしても、ゲーム

を持ち寄って遊んでいるということが多く見

られます。私はそう感じている部分もあるん

ですけども、そこで思うんですけど、放課後

に学校のグラウンドを開放して、グラウンド

等で遊んでから帰ることで、ゲームとかスマ

ホで遊ぶ子どもも減るんではないかなと。帰

ってすぐスマホやゲームじゃなくて、ちょっ

とでも遊んで帰れば、その分、使用時間は減

ってくるというふうにとれるんですけども、

その辺を見解お聞きいたします。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしのとお

り、やはり学校で群れて遊んでいるというこ

とになりますと、家でスマホをする時間は減
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るんではないかなと私も思います。そして、

学校で群れて遊ぶということが、子どもたち、

今、社会問題化されていますいじめの問題で

あるとか、さまざまな問題を解決する一つの

大きな方法である、取り組みである、そのよ

うに思っています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 といいますのが、ちょっと他市の事例とか

を紹介させていただいたら、大阪の箕面市で

は、自由な遊び場開放事業として、放課後一

旦帰ることなく、箕面市に限っては体育館と、

またグラウンドも、平日毎日５時まで子ども

たちに遊ぶ場所を開放しているというような

こともあります。西宮市でも同じようなこと

があるんですけども、やっぱりその点で、教

育委員会の方々等々気になってくるのは、安

全対策等もあるんかなと。 

 また、先ほどお話あったように、地域、遠

さ、距離でまちまちなところもありますから、

その辺をどう補っていくんかというところは

気になってくるんかなと思うんですけども、

安全対策の話とかでいきますと、箕面市、西

宮市とかでは、嘱託員を配置して子どもたち

を見守るようにしておりますというのが、放

課後、仮に子どもたちに開放してグラウンド

で遊ぶようになったとしても、今の学校の先

生方、一生懸命学校で授業等を教えていただ

いている中で、放課後まで、また面倒見てよ

というのは、ちょっと先生方に負担が大き過

ぎるんかなと考えています。そのような考え

から、このように嘱託員とかを配置されてい

たりもしてるんかなと感じております。 

 また、ほかにも、子どもたちにＧＰＳを持

たせてみたりとか、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈって

今よくあるんですけども、そんな端末を持っ

て歩いたりとかというのをいろいろ考えたん

ですけども、やはり予算が少額ながらかかっ

てくるんかなと。本来、予算をかけてするよ

り、本来の学校の形としては、やはり地域の

方々がかかわりを持っていただくことが重要

であると思っています。 

 で、橋本市として、例えば地域見守り隊の

方とかもいて、下校時刻見守っていただいた

り、また、青少年健全育成会の方々等々にお

願いしてみたりして、予算を使わず子どもた

ちの安全確保も可能かと考えてます。という

のが、そのスマホ云々どうのこうのというの

ももちろんあるんですけども、本当に遊ぶ力、

遊んで子どもたちに身につく力というのが、

今、私は大きいかなと思ってまして、そのよ

うな方法を、ぜひ橋本市は橋本市のスタイル

として取り組んでいくのがいいんかなという

ふうに思ってるんですけども、橋本市ではど

のような方法がいいのか、教育長、何か案と

かありましたら、ご見解をお聞かせください。

お願いいたします。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）現状でいいますと、

放課後子ども教室、ふれあいルームというの

は、かなり橋本市としても誇れる活動で、各

小学校また公民館で、さまざまなところで取

り組んでいるところです。この部分につきま

しては、コーディネーター中心にしながら、

さまざまな取り組みをしておりますけども、

議員発想の、いわゆる群れて遊ぶ、子どもが

主体になって遊ぶ空間づくり、場所づくりと

いう部分でいいますと、若干ずれるんではな

いかなというふうにも思います。 

 また、子どもが群れるという、なかなか群

れにくい状況の中で、強いてそれができてい

るのは学童保育もございます。随分ニーズも

高まってきています。学童についても、子ど

もの正常な、真っすぐに発達できるような、

そんな一つの大きな場所でもあると考えてい

ますし、今後重要視されるんではないかなと
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思います。 

 橋本市としましては、いわゆる学校、教育

大綱も本年度つくり上げました。市長も入っ

ていただいて、いろいろ議論させていただき

ました。その中にあるのは連携です。協働性

です。一緒になって皆でつくっていこうよと

いう、自立と協働を中心にした教育大綱にな

っております。またご披露させていただきま

すが、その教育大綱の中でも、いわゆる地域

に開かれた学校をつくっていく。いわゆる、

学校に地域の方々がたくさん入っていただい

て、学校の活力を上げる、上げていく。また、

逆に、そのことによって地域の方々の生きが

い、エネルギーが生じてくる、そういう方法

を考えています。 

 一つの方法としては、学校運営協議会、コ

ミュニティスクールの運営です。その中で、

いかに子どもたちが主体的に自分たちの遊び

場をつくっていくかを、長期的な展望でつく

り上げていきたいなと思っています。すぐに

はなかなかできにくいと思いますが、地域の

方々のご協力、ご支援、ご理解を得て、そう

いう形をつくり上げていきたいなと考えてい

ます。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 またこれからも考えていっていただけたら

なとは思うんですけども、実は一個、こだわ

りといいますか思っていることがありまして、

確かにふれあいルーム等々していただいてい

ます。すごく好評で、子どもたちも楽しいと

いうのは聞いたりもしておるんですが、実際

あれ、週に１回か２週間に１回ぐらい来たら

いいぐらいなんかなと思ってるのもあって、

ほんで、その地域の方々と交流して、一緒に

時間を過ごすということも非常に大切だと思

います。 

 ですけども、一つ、僕の中で重要視してい

るのは、やはり、子どもたちだけの場所とい

うことが必要なんかなと思ってまして、とい

いますのは、仮に砂場に３人の子どもがいた

ら、周りに３人のお母さん方が立っていると

いうのは、現代ではよくあるとは思うんです

けども、親の目が行き届いて、事故や犯罪と

かからは守れるというメリットは確かにある

と思います。 

 ですけど、その反面、やっぱり子どもたち

の遊ぶ力というか、そういう遊ぶ力をつける

チャンスを逃してしまうというデメリットが、

今の子たちには一番大きくあるのかなという

認識をしておりまして、経済産業省では2006

年から提唱していることがありまして、社会

人基礎力というものがあります。社会人基礎

力とは、前に踏み出す力、考え抜く力、チー

ムで働く力の三つの能力から構成されており

ます。職場や地域社会でさまざまな人々と仕

事をしていくために必要な基礎的な力として

おり、企業や若者を取り巻く環境変化により、

基礎学力、専門知識に加えて、それらをうま

く利用・活用していくために、社会人基礎力

を意識的に育成していくことが今まで以上に

重要となってきていると示されています。 

 で、アンケート結果によると、社会人基礎

力が高い人たちというのは、子どもの頃に外

で集団遊びをしていたということが、答えと

して９割以上返ってきたりもしておりまして、

子どもたちというのはやっぱり、繰り返しに

なりますけども、子どもたちだけで集団で遊

ぶことによって、リーダーシップのとり方と

か協調性や、また危険を予知する能力や事故

を回避する能力なども自然に身につけていく

と考えています。 

 これらの話のように、子どもたちの将来に

欠かせないものであるとわかっていただけま

すかね。わかっていただきたいと思っていま

して、ぜひ、今お話しいただいたように、橋
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本市でも実施できるように、これからも情報

提供していきたいと。橋本市に合った方法を

一緒に考えていただきたいと思っています。

子どもたちが、外で集団遊びで楽しんでいた

だけるよう、また力を貸していただけるよう、

よろしくお願いいたします。 

 最後に、ちょっと市長にお伺いいたします。

市長にも考えていただきたい、一度想像して

いただきたいんですけども、小学校のグラウ

ンドとかで、子どもたちがどうのこうの言い

ながら、ああだこうだ言いながら遊んでいる

風景、そんな橋本市、そんなふうになってい

くことを想像して、市長はどのようにお考え

でしょうか。お願いいたします。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）小西議員の質問にお答

えをします。 

 まさに小西議員の今言われたとおりだと思

います。ただ、その中で考えていかなければ

いけないのは、今の子どもたちというのが、

果たして自分らだけで遊べるだけの、今、力

があるのかなというふうに思っています。 

 学童野球でも、私がかかわっていた少女ソ

フトもそうなんですけども、全て指導者のレ

ールに乗った練習であるとか、自分たちが考

えてやるということが、昔に比べて非常に少

なくなったなというふうに思っています。 

 その中で、やはりとっかかりは、今よく会

議の席で言うんですけども、これは、今、地

域包括ケアシステムであるとか、予防介護事

業もそうなんですけども、きっと将来的には

小学校がその拠点になってくるだろうと。地

域の人たちに学校に入っていただいて、いろ

んなことをしてもらえたらいいのかなという

ふうに思っています。 

 その中で、どんな遊びが楽しいのかという

ことを、やはり子どもたちに理解をさせない

と、なかなか前へ、例えば、子どもらだけで

遊びよと言うたときに、そしたら何が楽しく

て、仲間がどんどんどんどん寄ってくるんか

ということも、まず基礎的になることをつく

ってあげないと前へ進んでいかないのかなと

いうふうに思っています。 

 確かに、私も民間でおりましたので、そう

いう機転がきくということが、これから社会

に出て非常に大事になってきます。それはや

はり、小学校でどういう遊びをした、こうい

うときは、困ったときはこういうことをした

という経験値のもとで、その子どもは大人に

なって育っていくと思いますから、まさにそ

のとおりだと思いますので、行政としても、

先ほど教育長答えましたように、教育大綱も

つくりました。これから市長部局としても、

より教育のほうへ入っていきたいと考えてお

りますし、一緒に教育委員会と取り組んでい

くということになります。 

 そういうことで、まず、子どもたちにどう

いう遊びが楽しいのかというのを、逆に団塊

の世代がどんどん増えてくる、あと10年後、

橋本市の高齢化率は35.3％と言われています。

いや、もっと上がるん違うんかなと私自身は

思っているんですけども、そういう老人の方

のパワーというのも、いかに学校の中に入れ

ていくかということも大きな課題になってき

ますので、議会の皆さんにもいろいろ相談を

しながら、もっともっと橋本市の子どもが、

活発で元気に、将来に向けていろんな経験を

積んでいけるのかなということを考えていき

たいと思っておりますので、またよろしくご

協力のほど、お願いしたいと思います。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 これからもまたいろいろ情報提供しながら、

子どもたちの環境をつくっていけたらなと思

います。 
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 １項目め、終わります。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、若

者の政治関心に対する答弁を求めます。 

 選挙管理委員会事務局長。 

〔選挙管理委員会事務局長（森本芳克君）登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（森本芳克君）お

はようございます。 

 選挙年齢が20歳から18歳まで引き下げられ

ることに対する選挙管理委員会の取り組みに

ついてお答えします。 

 第189回国会において成立をみた公職選挙

法等の一部改正する法律が、平成27年６月19

日に公布されました。この公布の日から起算

して１年を経過した日、つまり、平成28年６

月19日から施行され、現時点では平成28年７

月に執行予定である参議院議員通常選挙から、

選挙年齢が満18歳以上に引き下げられること

になります。 

 18歳選挙権による新有権者の役割は大きく、

選挙権を持つことにより、社会の担い手であ

るという意識を若いうちから持ってもらい、

主体的に政治にかかわる若者が増えることが

期待されます。 

 橋本市選挙管理委員会では、現在、和歌山

県選挙管理委員会と連携しながら、高校生を

対象に学校に直接出向き、選挙の話や模擬投

票を実施することにより生徒の政治意識や選

挙についての関心を高め、社会参画への意識

向上に取り組んでいます。 

 現在までに実施した高校は、平成27年10月

31日に、紀北工業高等学校２年生165名を対象

に、選挙意識向上のための講座を実施したの

を皮切りに、11月16日には、初芝橋本高等学

校１・２年生316名に、平成28年１月22日には、

橋本高等学校３年生200名に対し、それぞれ同

様の講座を実施しました。また、平成28年１

月25日には、伊都高等学校３年生140名に講座

と架空の県知事選挙を設定して、実際の投票

箱等を使用しながらの模擬投・開票を実施す

るとともに、３月16日には、１・２年生170

名を対象に、講座と模擬投票の実施を予定し

ています。 

 一方、小・中学生に対しては、市教育委員

会と連携し、生徒会役員等の選挙に際し、実

際の投票箱、鍵、腕章、記載台等、選挙物品

の貸し出しを行い、意識の向上を図っていま

す。平成27年度については、城山小学校、清

水小学校から貸し出し依頼があり、使用して

いただきました。 

 また、市内大型スーパー12店舗をはじめ市

内コンビニエンスストア21店舗や、橋本市民

会館をはじめ市内各地区公民館にもポスター

等を配布し、18歳選挙年齢引き下げについて

の啓発に努めるとともに、３月の市広報及び

市ホームページでも18歳選挙年齢の引き下げ

について啓発しています。 

 今後も、和歌山県選挙管理委員会及び和歌

山県教育委員会並びに橋本市教育委員会と連

携しながら啓発に努めるとともに、スーパー、

コンビニエンスストア等のご協力をいただき

ながら、若者の政治意識の啓発向上に取り組

んでまいります。 

○議長（中本正人君）教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）選挙年齢が20歳から

18歳に引き下げられ、今まで以上に若者の政

治的関心が求められます。 

 中学校においては、社会科公民的分野にお

いて議会制民主主義や国会・内閣・司法の三

権分立等について、現在もしっかりと取り扱

っているところです。また、小学校において

も、発達段階に応じて政治について学習を行

っています。 

 国会等の議会政治や選挙の学習については、

選挙は国民や住民の代表者を選出する大切な

仕組みであること、国民の代表者として選出
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された国会議員は、国民生活の安定と向上に

努めなければならないこと、国民や住民は代

表者を選出するため、選挙権を正しく行使す

ることなどを指導しています。 

 地方議会においても同じことが言え、正し

く自分たちの選挙権を行使することが求めら

れます。一人ひとりが政治的関心を持ち、自

分できちんと判断して投票できるような人間

を育てることが肝要です。また、将来、直接

立候補して政治にかかわっていける人物を育

てていくことも大切です。 

 学校では、児童会・生徒会活動を重要な活

動ととらえ、実際の議会政治の疑似政治体験

として行い、選挙活動もその一つとして行っ

ています。例えば、立会演説会を行ったり、

本物の投票箱を借りて投票を行ったりしてい

ます。 

 今後も、橋本市の議会政治にも興味を持て

るよう、授業においても、「広報はしもと」、

橋本市ホームページでの議会ライブ中継の活

用等、教育の政治的中立性を保ちつつも、積

極的に橋本市議会の内容を取り入れて行きた

いと考えています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君、再質問

ありますか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 実は、僕は初当選させていただいたときに

も、同じような題で、その一番はじめに取り

上げさせていただいた課題でありました。そ

のときに、選挙管理委員会のほうに何点かお

願いをさせていただく上で、若者に対する啓

発あったり等、出前授業であったり等、その

ときに質問させていただきました。 

 その後、すぐの統一選挙のほうでは、動画

を使っていただいて若者向けにＰＲをしてい

ただいたり、また、のぼり一つのデザインに

しても、本当に若者目線で考えていただきま

して取り組んでいただけたと。また、出前授

業も高校のほうへ行っていただけたと認識し

ておりまして、まずその点、本当に感謝申し

上げたいなと、本当にありがとうございまし

たと思っておる次第でございます。 

 今、高校のほうで出前授業をしていただい

ていると、選挙についての意義等、政治につ

いての意義等も踏まえて、高校でしていただ

いているというふうにお聞きしました。で、

教育長にお尋ねします。そういった点を、ま

た中学校のほうでも取り組んでいけたらどう

なんかなと、実は思ってまして、考えていま

す。 

 といいますのが、一度違う件で中学校のほ

うへ行かせていただいたときに、ちょうど授

業で国会の話をしてまして、衆議院があって

参議院があって、法案でやったら、また衆議

院に戻ってくるんやと。こうなってるよとい

うことを説明していただいている授業を見さ

せていただいた。もちろんそれは、基礎的な

こととして必要なことであると考えてはおる

んですけども、やはり、今お話しさせていた

だいたように、選挙、政治に対する意義とい

うんですか、そういったところというのは、

やっぱりもっと重要視して伝えていく必要が

あるんかなと。その一つの手段、手法として

出前授業というふうに、授業とはもう一個別

の枠で中学生たちに伝えていくということが、

中学校のときから伝えていくというのは必要

なんかなと考えています。その点、教育長、

お考えお聞かせください。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）実は、小西議員、先

般おっしゃられたとおり、教育委員会も前回

のご質問のときに答弁で出前授業等も積極的

に活用しますということで、校長会でもおろ

させていただいています。小学校、中学校で

出前授業をしてみましょうという形のお話は
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させていただいています。 

 ただ、今はまだ要望がないというところが

あります。しかしながら、選挙年齢の引き下

げに伴って、例えば中学校３年生ですと、も

う15歳。もうすぐに選挙権を持つ存在になっ

てきますので、いわゆる政治的中立性を保ち

つつも、議会事務局、選挙管理委員会と連絡

をしっかりとりながら、子どもたちの学習に

向けていきたいなと、そのように思っていま

す。もう一ランク力を注いでいきたいなと、

そう考えています。 

○議長（中本正人君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。 

 もう特に再質問することはないんですけど

も、教育長、進めていってもらえると。また、

校長先生とかに、改めてアクションを起こし

ていっていただきたいなと思っています。 

 我々としても、やはり関心というのは、我々

政治家にも問題あるというのは認識している

ところではございますので、その点、一緒に

なって、若者に関心を持ってもらえるように、

また、中学校のほうでも出前授業というのが

早急に実現するように願いまして頑張ってい

きたいと思います。その点、よろしくお願い

いたします。 

 これで一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（中本正人君）19番 小西君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時25分まで休憩いたします。 

（午前10時12分 休憩） 

   

 


